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みうら内科・糖尿病クリニックにおける新型インフルエンザ

等発生時における診療継続計画 

 
第Ⅰ章 総論 
１ 基本方針 

(1) 当院の役割 

○ 当院は、新型インフルエンザ等（「新型インフルエンザ等対策特別措置法」(以下「特措法」と

いう。）第2条第1号)が武儀地域で流行した際に、地域医療に貢献し信頼される医療機関として

医療を提供する。 

(2) 各発生段階における基本的な対応方針 

○ 海外発生期及び地域未発生期、地域発生早期においても、新型インフルエンザ等の患者が当院に

も受診する可能性があることを踏まえる。 

○ 地域感染期には、武儀地域住民のため、当院の診療を継続する。 

○ 診療に従事する当院の職員の安全と健康に十分に配慮する。 

(3) 優先すべき診療業務 

○ 「地域医療を担う当医院」の役割を鑑み、当院の診療業務を優先度に基づいて3段階（Ａ－Ｃ）

に区分し、一定の水準を維持し診療を継続する。なお、地域感染期における被害想定・欠勤率は

政府想定の40%で検討する。 

  Ａ＜高い＞：地域感染期でも通常時と同様に継続すべき診療業務 

  Ｂ＜中程度＞：地域感染期には一定期間又はある程度の規模であれば縮小できる診療業務 

  Ｃ＜低い＞：地域感染期には緊急の場合を除き延期できる診療業務 

 

２ 本診療継続計画の策定と変更 
○ 本計画は院内のメンバーで構成する「新型インフルエンザ等に関する院内対策会議」（以下「対

策会議」という。）により作成された。 

○ 流行時には、最新の科学的根拠や行政・地域医師会からの要請を元に、適宜本計画を変更する。 

 

３ 意志決定体制 
○ 新型インフルエンザ等の発生時における診療体制及びその縮小等については対策会議で検討し、

議長である院長が決定する。 

○ 院長が事故などで不在のときは、当院理事会が決定する。 

 

４ 意志決定に必要な最新情報の収集・共有化 
○ 新型インフルエンザ等に関する情報については、武儀医師会や関保健所、さらに県や国、美濃市

の通知等を参考にする。 

○ 収集した情報は、定例伝達会などを通じて速やかに職員に通知する。 

 

第Ⅱ章 未発生期の対応 
１ 新型インフルエンザ等発生時の診療体制確保の準備 

(1) 優先診療業務の決定と流行への備え 

○ 当院における診療業務内容について、優先順位を以下のように決定する。 

（Ａ＜高い＞：外来診療、在宅診療、Ｂ＜中程度＞：緊急を要しない内視鏡検査等、Ｃ＜低い

＞：検診業務、健康教育等とする。なお、新型インフルエンザ等発生時には当院の優先業務の

絞り込みと見直しを行い、業務効率化を図る。） 

○ 日頃からそれぞれの職員が様々な業務を行えるよう教育訓練を行う。 

○ 院長が新型インフルエンザ等に罹患し診療業務に従事できない期間は、休診とする 
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(2) 診療に確保できる人員と対応能力の評価 

○ 地域感染期においても出勤でき、対応可能な職員数を検討する。 

(3) 連絡体制、通勤経路 

○ 院内の連絡体制を整える。 

○ 各職員（非常勤含む）の通勤経路を確認する。 

 

２ 感染対策の充実 
(1) 感染対策マニュアルの整備 

○ 院内感染対策マニュアルを見直し、新型インフルエンザ等対策を踏まえて整備する。 

(2) 教育と研修 

○ 患者と職員の安全確保のため、新型インフルエンザ等に対する基礎知識、マスクや手袋などの個

人防護具の適切な使用法等について定期的に研修を行う。 

(3) 特定接種への登録 

○ 院長は、診療所が特定接種の登録事業者になる場合は、所定の手続きを行い、厚生労働省へ登録

する。 

 

３ 在庫管理 
○ 平時より実施している医薬品・医療材料等の在庫管理に加え、当院の医薬品・医療材料取り扱い

業者のスズケンと連携し、新型インフルエンザ等発生時の必須医薬品、感染対策用品等のリスト

を作成し、入手方法を確認する。 

- 医薬品：抗インフルエンザウイルス薬、インフルエンザ迅速診断キット等 

- 感染対策用品：マスク、手袋、ガウン、ゴーグル、手指消毒剤等 

 

 

第Ⅲ章 海外発生期以降の対応 
１ 対策本部の設置 

○ 海外発生期以降、流行規模・病原性等に応じて、第Ｉ章で定めた対策会議を対策本部とする。 

 

２ 診療体制 
(1）外来 

○ 当院の診療体制については、当院のホームページ、院内の掲示物やポスターおよびLINEお友達 

メッセージ等で地域住民に周知する。 

○ 院内感染防止のため、受診者・利用者の時間的・空間的分離対策について検討し、職員に周知す

るとともに、当院での受診の流れ（空間的分離）など来院者向けにわかりやすく院内の入り口に

掲示する。 

[海外発生期から地域発生早期] 

＜新型インフルエンザ等が疑われる患者への対応＞ 

○ 帰国者・接触者外来を受診すべき者であることが受付等で判明した場合、帰国者・接触者外来が

設定される医療機関を受診するよう伝え、当院では診療しない。 

○ 新型インフルエンザ等が疑われる患者から問い合わせがあった場合、帰国者・接触者相談センタ

ーを紹介する。 

○ 新型インフルエンザ等に感染している可能性が高いと考えられる患者を診療した場合は関保健

所に連絡し、追加の確定検査の要否について確認する。 

○ 新型インフルエンザ等に感染している可能性が高いと考えられる患者は、可能な範囲で他の患者

と接しない状況下で待機させ、感染症指定医療機関へ搬送する手続きをとる。感染症指定医療機

関へ搬送する手続きをとる。 

＜通院している患者＞ 

①  慢性疾患患者の地域感染期を想定した準備 

○ 慢性疾患患者をリストアップし、(a)従来通りの頻度で診療すべき患者、(b)地域感染期において
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受け入れ能力を調整する必要が生じた際に診療間隔を延期できる患者に区分する。 

② 抗インフルエンザウイルス薬のファクシミリ等処方の準備 

○ 慢性疾患等を有する定期受診患者が受診した際には、新型インフルエンザ様症状を呈した場合に

ファクシミリ処方で抗インフルエンザウイルス薬を希望するかあらかじめ聴取し、患者の希望を

診療記録に記載する。 

 

[地域感染期] 

＜新型インフルエンザ等が疑われる患者への対応＞ 

○ 軽症者を中心に、新型インフルエンザ等の患者の診療を行う。重症化が考えられる患者について

は、早急に地域中核病院を紹介する。 

○ 通常の院内感染対策に加え、待合室・診察室において新型インフルエンザ等の患者とその他の患

者とを可能な限り時間的・空間的に分離するなどの対策を行う。 

○ 当院は、新型インフルエンザ等が疑われる患者を空間的・時間的に分離する。 

＜時間的・空間的分離対策の具体案＞ 

○ 症状のある方は入り口のインターホンまたは電話でその旨を伝え、車で待つようにすることで、

第一の空間分離を行う。 

○ 当院ではユニットハウスで診療を行うことで、感染者と非感染者の接触を避ける対策をとる（当

院は空間的に外来患者を分離することが可能）。 

 

＜通院している患者＞ 

○ 当院は、地域感染期にも、新型インフルエンザ等が疑われる患者以外の定期通院患者への医療提

供を確保する。 

① 慢性疾患患者の地域感染期における診療 

○ 病状が安定し長期処方が可能な患者に説明の上、長期処方を行う。 

○ 当院が行っている在宅診療の頻度や回数を調整する。在宅診療は継続を図る。 

○ 在宅診療について連携している地域中核医院と往診患者のリストを共有し、地域における在宅診

療を継続できる診療体制作りに努める。 

② ファクシミリ処方の開始 

○ かかりつけの慢性疾患患者に対して医薬品が必要な場合、電話による診療でファクシミリ処方す

る。 

 

(2）外来以外の優先業務の決定 

○ 地域感染期には、以下の業務についての縮小・中止を検討する。 

(1) 検診 (2) 健康教育 (3)その他 

 

３ 職員への対応 
(1）職員の健康管理と安全確保 

○ 職員への感染予防のため、職員が新型インフルエンザ等の感染が疑われる患者と接触する場合に

は、その状況に合わせて個人防護具を適切に使用する。 

○ 職員は手指衛生をはじめとして科学的根拠に基づく適切な感染対策を行い、万全を期す。 

○ 職員等が新型インフルエンザ等に感染したと疑われる場合は、速やかに院長に連絡する。原則と

して職員本人が感染した場合は病気休暇（病休）として取り扱う。家族等が感染した場合で本人

への感染が強く疑われる場合は、院長の判断で休みとする。 

○ 院長は、十分な感染防止策を行わずに患者に濃厚接触した者に、必要に応じて抗インフルエンザ

ウイルス薬の予防投与を行う。 

○ 特定接種開始後速やかに、対象職員にワクチン接種を行う。 

 

(2）職員体制の見直し 
（当院のおかれた状況、地域での役割に合わせて検討する） 

○ 地域発生早期以降、職員連絡網、通勤経路などを見直す。 

○ 地域発生早期以降、地域の流行状況や重篤度に応じて優先診療業務（Ａ～Ｃ、第II章１-(1)）に
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ついて検討し、当院の職員体制を見直す。 

○ その他 

 

４ 地域/通院患者への情報周知 
(1) 通院患者への情報周知 

① 啓発・広報 

○ 当院においては流行期に対応した啓発･広報活動を行う。特に、新型インフルエンザ等に罹患し

た際の療養方法、手指衛生、咳エチケット、感染対策用品（マスク、手袋）の使い方等、感染拡

大防止のために個人や家庭ができることについて、通院患者に周知する。 

○ 海外発生期以降、当院ホームページ内に新型インフルエンザ等に関する項目を追加し、随時更新

する。 

○ 当院における新型インフルエンザ等患者の診療方針を院内ポスター、張り紙等により周知する。 

 

５ 事務機能の維持 
(1) 事務部門 

○ 各種物品の調達や医療機器の整備・修繕、一般電話対応等、診療業務を継続する上で必要な業務

を優先的に行う。 

○ 臨時職員、業務委託会社の職員も含めた全職員及びその家族の健康状況等を把握するとともに、

予防接種等、職員の業務継続に必要なことを優先的に実施する。 

(2) 委託業者との連携 

○ 清掃、物品管理、など委託している業務については、新型インフルエンザ等の地域感染期の対応

について当院の受託業者と事前に打ち合わせを行う。 

 

 

第Ⅳ章 地域における連携体制 
(1) 地域の連絡会議に参加 

○ 未発生期に関保健所/武儀医師会等の地域の連絡会議に参加し、地域における各医療機関の外

来・入院に関する方針、当院の役割を連携病院と確認する。 

(2) 病診連携 

○ その他 

 

以上 

新型インフルエンザ等に関する院内対策会議 

策定 令和 8 年 6 月 1 日 

院長 三浦 淳 


